
北海道大学大学院理学研究院附属ゲノムダイナミクス研究センター運営委員会内規 
 
 （趣旨） 
第１条 この内規は，北海道大学大学院理学研究院附属ゲノムダイナミクス研究センター

規程（平成 20年海大達第 150号）第６条第２項の規定に基づき，北海道大学大学院理学

研究院附属ゲノムダイナミクス研究センター運営委員会（以下「委員会」という。）の組

織及び運営について定めるものとする。 
 （審議事項） 
第２条 委員会は，北海道大学大学院理学研究院附属ゲノムダイナミクス研究センター（次

条第１項において「センター」という。）の共同利用に関する事項その他のセンターの運

営に関する重要事項を審議する。 
 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

(1) センター長 

(2) センターの業務を兼務する北海道大学大学院理学研究院の教授及び准教授（国立大

学法人北海道大学特任教員就業規則（平成１８年海大達第３５号）第３条第２号に該

当する特任教員を含む） 

(3) その他理学研究院長が必要と認めた者 若干名 

２ 前項第３号の委員は，理学研究院長が委嘱する。 

 （任期） 
第４条 前条第１項第３号の委員の任期は，１年とする。ただし，補欠の委員の任期は，

前任者の残任期間とする。 
２ 前項の委員は，再任されることができる。 
 （委員長） 
第５条 委員会に委員長を置き，理学研究院の副理学研究院長のうちから，理学研究院長

が指名する者をもって充てる。 
（委員会の招集及び議長） 

第６条 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
２ 委員会は，委員長が必要と認めた場合に招集するものとする。 
３ 委員の３分の１以上の求めがある場合には，委員長は委員会を招集しなければならな

い。 
 （議事） 
第７条 委員会は，委員の過半数の出席がなければ議事を開き，議決することができない。 
２ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決するものとする。 
 （委員以外の者の出席） 
第８条 委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意

見を聴くことができる。 



（専門委員会） 
第９条 運営委員会に，専門的事項を審議及び調査検討するため，次に掲げる専門委員会

を置く。 
(1) 実験生物飼育栽培施設専門委員会 
(2) 研究機器等共同利用専門委員会 
(3) 生物試料保管部門専門委員会 

２ 専門委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 
 （庶務） 
第 10条 委員会の庶務は，理学・生命科学事務部において処理する。 
 （雑則） 
第 11条 この内規に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別に

定める。 
   附 則 
 この内規は，平成２０年１２月４日から施行する。 
   附 則 

この内規は，平成２３年４月１日から施行する。 
附 則 

この内規は，令和４年５月２５日から施行する。 
 


